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消費者を主役とする政府の舵取り役として平成２１年９月に消費者庁が創設されるとともに，平成２２年９月に消費者基本計
画（平成２２年度～平成２６年度）が策定され，消費者の安全安心の確保や消費生活に関する教育の充実等が位置付けられ
た。

現在，国において独立行政法人国民生活センターのあり方の見直しが進められており，地方自治体への影響が不透明な状況で
ある。
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平成２３年２月，安全・安心のまちづくり特別委員会より，消費者行政の推進については，被害の未然防止・早期発見の仕組
みづくりの観点から，きめ細かな情報提供を消費者の視点に立って，多方面からアプローチしていくことが効果的で，高齢者
については地域における高齢者等の見守り体制を整備することにより消費者被害の早期発見と迅速な救済を図る必要がある。
消費生活相談体制の強化については，消費生活相談員の経験を着実に積み重ねることの可能な雇用形態，弁護士等を初めとす
る専門家等と連携・協力した相談体制の構築に取り組む必要があると提言されている。

市民が安全で安心な消費生活を送っています。
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―---―指標④
（特記事項）

消費生活相談事業においては，消費者からの相談は一定の対応ができて
いる。消費者教育事業においては，消費者被害に遭い易い高齢者や障が
い者を支援する団体である民生委員・児童委員を対象に出前講座を行う
ことにより，情報提供を受けるなど，民生委員・児童委員との連携が図
れた。計量器定期検査事業においては，計量器の合格率は一定の成果が
得られた。

消費者取引の適正化を図るため，法令に基づく適切な調査・指導等を行
う執行体制を整備する必要がある。

啓発については，消費者月間等の各種イベントや民生委員・児童委員に協力を依頼して高齢者宅戸別
世帯訪問を続けていく。情報提供については，回数だけでなく，迅速に提供していくとともに，ホー
ムページや広報以外においても有効な手段がないか検討する。
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消費者取引適正化については，事業者に対する適切な対応が求められている。
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消費生活相談事業においては，消費者からの相談は一定の対応ができている。消費者教育
事業においては，出前講座の実施の目標は達成できていない。また，計量器定期検査事業
においては，計量器の合格率は目標を達成している。
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３　今後の取組方針
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地域社会や事業者，行政が連携して日常生活を取り巻くさまざ
まな危機に対応し，市民が，安全で安心した生活を送っていま
す。

「日常生活の安心感を高める」ため，犯罪の未然防止の環境づくりのための「防犯対策の充実」，交通の安全確保のた
めの「交通安全対策の充実」，火災等の被害の軽減や救急救助効果の向上のための「消防力・救急救助体制の充実」，
災害への対応能力を高める「危機管理体制・危機対応能力の充実」，消費者被害の未然防止や救済対策の推進のための
「消費生活の向上」，食品危害の未然防止のための「食品の安全性の向上」，健康危機の未然防止や拡大防止のための
「健康危機管理対策の強化」，日常生活の衛生水準向上を図る「生活衛生環境の向上」に，重点的に取り組みます。

市民の安全で健康な笑顔あふれる暮らしを支
えるために
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一部ある

計量器定期検査合格率（％）
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12.9

100

年々巧妙化している手口などから消費者の被害の拡大を防止するための啓発や出前講座，
消費者の救済を図るための主な相談窓口としての必要性は高まっている。また，ライター
規制に見られるような製品事故に関する安全安心のための取組の緊急性も増加している。

消費者取引適正化については，事業者に対する適切な対応が求められている。消費生活展
については，啓発・情報提供の観点からの効果的で適切な手法への見直しが求められてい
る。

見直し事業

市民の消費生活を向上させるため，複雑・多様化する相談に対応するための消費生活相談員のスキルアップ，法令に基づく適正な調査・指導等の消費者の保護，教育における各世代への消費生活出前講座
の推進や啓発・情報提供など，消費者の自立支援の両面にわたって，関係機関との連携を密にしながら，総合的にきめ細かく施策を推進していく。

商品表示適正化については，適切な調査店舗数の立入検査が行えるよう，計画的かつ効率的に立入調査を実施していく。また，取引行為適正化については，指導等を適切に実施するため，他市の取組を調
査するとともに，栃木県消費生活センターなど関係機関と連携しながら，マニュアルの作成を行い，事業者に対し，適切な対応を行っていく。

総論

リサイクル運動推進事業については，民間や環境分野において同様の取組を行っていることから見直しを行った。

消費者教育については，中学生や高校生を対象とした冊子を作成し，講座を積極的に開催する。ま
た，小学５・６年生向け副読本の利用を積極的に働きかけるなど，若年層への教育の充実・強化を図
る。

38,824

継続

Ａ38,546

Ａ3,502

継続
消費生活相談については，法令改正が頻繁に行われ，複雑化・多様化する相談内容に対応するため，
相談員のスキルアップを図る。
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5

40

生活安心課 99 99
計量器定期検査での合格率

家庭用品品質表示法・消費生活用製
品安全法・電気用品安全法に基づく

調査店舗数

162
9 87

1,210
Ｂ694

1,300
754

Ａ
162

Ｃ
担当課

90

Ａ

1,200

1,100

リサイクル運動推進事業 140

担当課 生活安心課

Ｓ５０市内在住者または在勤者 夏休み親子リサイクル教室受講者数
96

100

23

100

入場者数

継続

継続2,5752,575

商品表示適正化については，適切な調査店舗数の立入検査が行えるよう，計画的かつ効率的に立入調
査を実施していく。また，取引行為適正化については，指導等を適切に実施するため，他市の取組を
調査するとともに，栃木県消費生活センターと連携しながら，マニュアルの作成を行う。

取引が多様化している中で，適正な計量による取引を推進するため，通知や電話による受検指導を行
い，事業を継続していく。

消費生活における消費者・事業者それぞれの立場を理解し，消費者意識を高揚する事業として，実施
内容の深化，入場者数の増加に努める。また，段階的に実行委員会主導にしていく。

継続

「くらしの用品リサイクル事業」を平成２１年度末をもって廃止し，「夏休み親子リサイクル教室」
についても，平成２２年度をもって事業終了とした。

担当課

計量器定期検査事業

三法に規定された製品を
扱う販売業者・不適正な
取引行為を行う事業者

計量による取引・証明を
行う事業者

消費者 Ｓ５９

Ｓ２８

Ｈ１２

6

7

消費生活展

4
生活安心課担当課

消費者取引適正化事業

生活安心課
90 廃止

140

154

45,809施　策　事　業　費　合　計 46,725
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